
平成30年（2018）は、明治元年（1868）から満150年の年に当たります。これに関連して当室では、全4

回にわたり明治時代の滋賀県政の歩みを振り返る展示を企画いたしました。

今回の展示では、明治11年から同21年頃までを取り上げ、県内に最初の県会が開かれた時期から始まり、

鉄道などのインフラ整備が進められて文明開化が進んでいく約10年間をご紹介いたします。

【展示概要】

期間 平成30年4月23日（月）～7月19日（木）

会場 県政史料室（滋賀県庁新館3階 県民情報室内）

日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前9時～午後5時

内容 滋賀県歴史的文書23点

滋賀県県政史料室第69回企画展図録
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師
範
学
校
の
設
立

明
治

年
代
に
入
り
学
校
教
育
の
充
実
が
図
ら
れ
る
中

１０

で
は
、
そ
れ
を
指
導
す
る
教
師
の
育
成
も
急
務
で
し
た
。
明

治
７
年
に
初
め
て
教
員
養
成
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
大
津

仮
伝
習
所
を
皮
切
り
に
幾
度
か
の
変
遷
を
経
て
設
立
さ
れ
た

の
が
、
大
津
師
範
学
校
で
し
た
。
大
津
師
範
学
校
は
、
東
本

願
寺
別
院
に
校
舎
を
新
築
し
て
設
立
さ
れ
た
、
教
授
法
の
伝

達
講
習
と
小
学
校
教
員
養
成
の
両
面
を
行
っ
て
い
た
学
校
で

す
。
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
県
権
令
籠
手
田
安
定

は
明
治

年
３
月

日
、
開
校
式
に
臨
み
ま
し
た
（
史
料

１１

１１

①
）。と

こ
ろ
で
こ
の
師
範
学
校
に
は
、
書
籍
縦
覧
所
も
あ
り
ま

し
た
。
明
治

年
、
そ
れ
ま
で
の
書
籍
縦
覧
場
か
ら
改
称
さ

１２

れ
た
当
施
設
は
、
一
般
に
公
開
・
貸
出
が
行
わ
れ
た
、
現
在

の
図
書
館
に
当
た
る
も
の
で
す
。
貸
出
希
望
者
は
、
自
己
の

姓
名
を
記
し
た
う
え
で
本
を
借
り
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
し

た
。
破
損
し
た
時
の
弁
償
額
も
細
か
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、

貴
重
書
の
場
合
は
１
円
以
下
と
な
っ
て
い
ま
し
た（
史
料
②
）。

ま
た
女
子
就
学
率
上
昇
の
た
め
女
子
教
員
の
必
要
性
も
高
ま

り
ま
す
。
女
子
は
男
子
に
比
べ
る
と
就
学
率
が
低
く
、
そ
の

改
善
の
た
め
小
学
校
に
裁
縫
科
設
置
の
動
き
が
出
て
き
ま
し

た
。
そ
の
教
員
養
成
の
た
め
設
け
ら
れ
た
女
子
師
範
学
科
で

は
、

名
の
生
徒
が
裁
縫
や
調
理
、
洗
濯
、
習
字
な
ど
を
学

１２

ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
史
料
③
）。

③「滋賀県師範学校付属書籍縦覧所改定規則」明治16年（1883）12月10日

【明い137（71）】

④「彦根製糸場場内図」明治9年4月（1876）

【明さ100（1-2）】

①「大津師範学校建築落成に付、布達」明治11年（1878）3月7日

【明い102合本5（18）】

②「大津師範学校に女子師範学科開設」明治13年（1880）3月13日

【明い112（22）】
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県
営
彦
根
製
糸
場
の
開
業

産
業
の
面
で
は
、
彦
根
製
糸
場
が
造
ら
れ
ま
す
。
彦
根
糸

場
は
、
当
初
、
旧
彦
根
藩
士
武
節
貫
治
ら
の
設
置
の
動
き
が

あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
県
が
設
置
す
る
こ
と
と
な
り
、

明
治
１
１
年
６
月
１
６
日
に
開
業
式
を
迎
え
ま
し
た
。
働
き

手
が
不
足
す
る
富
岡
製
糸
場
で
修
行
を
積
ん
だ
工
女
た
ち
が

彦
根
に
帰
り
、
関
西
で
は
数
少
な
い
器
械
製
糸
場
と
し
て
、

士
族
授
産
と
殖
産
興
業
の
一
翼
を
担
い
ま
し
た
（
史
料
④
）。

彦
根
製
糸
場
の
操
業
当
初
は
、
地
所
買
い
上
げ
費
用
を
は

じ
め
建
物
費
・
器
械
費
・
雇
用
人
給
与
な
ど
多
く
の
費
用
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
額
は
９
，
５
５
４
円
に
も
上
り
、

県
勧
業
課
の
保
管
金
か
ら
支
出
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
原
料
と

な
る
繭
の
購
入
資
金
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
に
請
願
し
拝
借

金
１
万
円
を
得
る
こ
と
で
乗
り
切
っ
て
い
ま
す
（
史
料
⑤
）。

そ
の
後
、
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
ま
す
が
明
治

年
に
閉

３５

鎖
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
彦
根
製
糸
場
は
県
内
各
地
の

製
糸
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

県
会
の
始
ま
り

明
治

年
（
１
８
７
９
）
に
入
り
、
初
め
て
の
県
会
が
実

１２

施
さ
れ
ま
す
。
其
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
顕
証
寺
で
し
た
。

顕
証
寺
は
、
大
津
南
町
札
の
辻
（
現
大
津
市
）
に
あ
り
、
６
，

１
４
８
坪
の
敷
地
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治

年
２
月
８
日
か

１２

ら
始
め
ら
れ
た
県
会
議
員
選
挙
の
会
場
や
そ
の
後
の
県
会
の

舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
明
治
２
年
１
月
に
円
満
院
へ
移

転
す
る
ま
で
の
間
、
大
津
県
庁
舎
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い

⑤「領収証書（管下製糸場資本金借入）」明治11年5月15日（1878）

【明さ101（2-16）】

⑧「県会開設之布告」明治12年（1879）4月7日

【明い104（22）】

⑥「第一回県会開催地、顕証寺図面」明治5年頃（1872）

【明す443合本2（3）】

⑦「県会議員選挙投票心得」明治11年（1878）12月5日

【明い97（74）】
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ま
し
た
（
史
料
⑥
）。
選
挙
の
ほ
う
は
、
２
月
８
日
の
滋
賀
郡

を
皮
切
り
に
、
各
郡
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
総
員

名
の
議

６４

員
が
、
満
２
５
歳
以
上
・
地
租
１
０
円
以
上
納
入
な
ど
の
条

件
を
満
た
し
た
有
資
格
者
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
そ
の
内
訳
は
、

一
定
の
地
租
納
入
者
と
い
う
資
格
要
件
の
た
め
、
都
市
よ
り

郡
部
が
圧
倒
的
に
多
い
も
の
で
し
た
（
史
料
⑦
）。

当
選
し
た
県
会
議
員
は
県
令
籠
手
田
安
定
に
召
集
さ
れ
、

顕
証
寺
に
お
い
て
議
会
開
場
式
に
臨
み
ま
し
た
。
県
会
運
営

の
未
熟
さ
を
考
慮
し
た
籠
手
田
か
ら
二
日
間
に
わ
た
り
、
議

事
運
営
の
講
習
を
受
け
た
と
い
い
ま
す
。
当
時
の
県
会
は
、

審
議
の
範
囲
が
地
方
税
の
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

官
尊
民
卑
の
風
潮
が
強
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
特
徴
で
し
た

（
史
料
⑧
）。
更
に
、
同
年
に
は
郡
制
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

前
年
、
公
布
さ
れ
た
郡
区
町
村
編
制
法
を
受
け
、
滋
賀
県
で

も
新
た
に

郡
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
郡
長
は
県
令
に
よ
っ

１６

て
任
命
さ
れ
、
俸
給
は
地
方
税
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
ま
す
。

神
崎
郡
長
に
名
の
見
え
る
武
笠
資
節
は
、
犬
上
郡
選
出
の
県

会
議
員
と
し
て
初
代
県
会
議
長
も
務
め
て
い
ま
す
（
史
料
⑩
）。

一
方
、
町
村
の
指
導
者
で
あ
る
戸
長
に
関
し
て
は
、
町
内
に

不
動
産
を
有
す
る
満

歳
以
上
の
男
子
と
い
う
条
件
を
満

２０

た
す
有
資
格
者
か
ら
、
民
選
に
よ
っ
て
選
ば
れ
ま
し
た
（
史

料
⑨
）。

鉄
道
路
線
の
誕
生

時
は
少
し
さ
か
の
ぼ
り
、
明
治

年
８
月
、
工
部
省
か
ら

１１

の
通
達
に
よ
り
京
都
・
大
津
間
の
延
長
工
事
が
起
工
さ
れ
ま

す
（
史
料
⑪
）。

月
か
ら
着
工
し
た
工
事
で
、
最
大
の
難

１０

⑨「郡区編制に関する条例」明治12年（1879）2月14日

【明き1合本（5）】

⑩「郡長被命の件」明治12年（1879）6月10日

【明い105（52）】

⑪「工部省より京都・大津間鉄道建築達」明治11年6月21日（1878）

【明と3合本4（1-1）】

⑫「京都・大津間鉄道築造に付、布達」明治11年7月3日（1878）

【明い99（3）】
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所
は
逢
坂
山
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
で
し
た
が
、
鉄
道
頭
で
あ
る

井
上
勝
が
技
師
長
と
な
り
工
事
に
臨
み
ま
す
。
井
上
の
も
と
、

工
技
生
養
成
所
卒
業
生
を
中
心
と
し
た
工
事
は
、
初
め
て
日

本
人
の
み
で
成
功
を
収
め
ま
し
た
。
結
果
、
こ
の
後
の
鉄
道

建
設
は
、
欧
米
人
の
手
を
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
史

料
⑫
）。

ま
た
、
現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
当
時
の
建
造
物
と
し
て
、

旧
長
浜
駅
舎
が
あ
り
ま
す
。
旧
長
浜
駅
は
、
明
治

年
（
１

１５

８
８
２
）
に
竣
工
し
た
本
格
的
な
洋
風
建
築
で
し
た
。
現
在

は
本
館
の
み
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
駅
舎
本
館
と
し
て
は

日
本
最
古
の
遺
構
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
築
史
上
・

交
通
史
上
の
重
要
性
を
評
価
さ
れ
、
昭
和

年
（
１
９
５
８
）、

３３

第
１
回
鉄
道
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
史
料
⑬
）。

と
こ
ろ
で
、
長
浜
よ
り
先
の
天
然
の
良
港
敦
賀
港
（
史
料

⑭
）
が
あ
る
越
前
や
若
狭
の
地
域
は
、
現
在
は
福
井
県
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
頃
は
滋
賀
県
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

明
治

年
（
１
８
８
１
）、
太
政
官
の
指
令
に
よ
り
、
滋
賀

１４

県
か
ら
越
前
国
敦
賀
郡
と
若
狭
国
が
分
離
し
、
福
井
県
へ
と

変
更
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
戸
数
２
万
５
０
０
０
戸
余

り
、
人
口

万
８
０
０
０
人
あ
ま
り
が
滋
賀
県
か
ら
転
出
し

１１

ま
す
。
こ
の
時
を
も
っ
て
、
明
治
４
年
か
ら
続
い
た
県
の
変

遷
は
、
現
状
の
滋
賀
県
へ
と
確
定
し
ま
し
た
（
史
料
⑮
、
⑯
）。

響
く
槌
音

土
木
事
業
に
よ
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
、
こ
の
時
期
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
業
家
と
し
て
著
名
な
大
湖
汽
船
会
社

の
浅
見
又
蔵
が
長
浜
港
の
改
修
を
目
的
と
し
て
、
水
路
の
開

⑬「長浜駅構内図」明治20～30年代

【明と24合本1（14）】

⑯「福井県より滋賀県へ土地人民請取書」明治14年（1881）3月12日

【明お66合本2（4）】

⑭「敦賀港之図」 明治10年（1877）頃

【明す535（4）】

⑮「太政官より福井県分置通達書」明治14年（1881）2月7日

【明あ156（87）】
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通
を
請
願
し
た
り
（
史
料
⑰
）、
天
井
川
と
し
て
知
ら
れ
る
草

津
川
の
隧
道
工
事
が
県
民
よ
り
願
い
出
さ
れ
る
な
ど
（
史
料

⑱
）、
そ
の
機
運
が
高
ま
り
を
見
せ
ま
し
た
。
県
の
実
地
検
分

な
ど
を
経
て
、
草
津
川
隧
道
は
完
成
し
ま
す
（
史
料
⑲
）。

こ
う
し
た
工
事
の
中
で
も
著
名
な
の
が
、
長
浜
市
の
田
川

カ
ル
バ
ー
ト
で
す
（
史
料
⑳
）。
長
年
、
水
害
に
悩
ま
さ
れ
て

い
た
月
ヶ
瀬
・
田
・
酢
・
唐
国
の
各
村
を
救
う
た
め
、
県
令

籠
手
田
安
定
は
田
川
カ
ル
バ
ー
ト
の
竣
工
に
乗
り
出
し
ま
す
。

そ
し
て
明
治

年
６
月
、
つ
い
に
田
川
カ
ル
バ
ー
ト
は
完
成

１７

し
ま
し
た
。
現
在
も
そ
の
功
績
に
感
謝
し
て
、
村
民
が
建
て

た
祠
に
籠
手
田
は
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
当
時
、
籠

手
田
は
有
能
な
官
吏
と
し
て
手
腕
を
発
揮
し
て
い
ま
し
た
。

籠
手
田
は
地
方
官
と
し
て
慶
応
４
年
（
１
８
６
５
）
大
津
県

の
設
立
と
と
も
に
着
任
す
る
と
、
松
田
県
令
の
下
で
大
参
事

を
務
め
た
後
、
明
治
８
年
（
１
８
７
５
）
か
ら
は
権
令
、
同

年
に
は
県
令
と
な
り
ま
し
た
。
籠
手
田
に
と
っ
て
大
切
な

１１こ
と
は
、
中
央
政
府
の
考
え
を
上
意
下
達
す
る
の
で
は
な
く
、

民
衆
の
意
思
を
よ
り
反
映
す
る
こ
と
の
で
き
る
県
令
で
あ
る

こ
と
で
し
た
。
常
に
県
民
へ
の
配
慮
を
心
に
留
め
つ
つ
、
民

度
や
民
情
に
そ
く
し
た
緩
や
か
な
改
革
を
目
指
し
た
彼
だ
か

ら
こ
そ
成
し
得
た
事
業
と
い
え
ま
す
。

新
県
庁
の
完
成

一
方
、
県
政
の
舞
台
で
あ
っ
た
県
庁
舎
は
、
手
狭
な
円
満

院
か
ら
現
在
地
へ
と
場
所
を
移
し
（
史
料
○

2
1

）、
明
治

年
１９

（
１
８
８
６
）
７
月
に
起
工
、
同

年
（
１
８
８
８
）
６
月

２１

日
に
開
庁
式
を
迎
え
ま
し
た
（
史
料
○

2
2

、
○

2
3

）。
こ
の
県

２５

⑱「中山道往還隧道建築願書」明治13年（1880）4月17日

【明な337（1）】

⑰「長浜港水路開通願書」明治13年（1880）5月13日

【明ぬ121合本2（1）】

⑲「草津川隧道工事目論見調査に付」明治18年（1885）11月25日

【明う108（82）】

⑳｢田川コルベルト付近絵図」明治37年（1904）1月

【明ぬ139（73）】
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庁
移
転
計
画
を
推
進
し
た
の
が
、
明
治
１
７
年
（
１
８
８
４
）

か
ら
籠
手
田
に
か
わ
っ
て
第
３
代
知
事
に
就
任
し
て
い
た
中

井
弘
で
す
。
中
井
は
西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
と
同
じ
く
薩

摩
藩
出
身
で
、
土
佐
の
坂
本
龍
馬
ら
の
勧
め
に
よ
り
英
国
に

留
学
し
た
経
歴
も
持
つ
幕
末
の
志
士
で
し
た
。
ち
な
み
に
「
鹿

鳴
館
」
の
名
付
け
親
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
井
が
推
進
し
た
新
し
い
県
庁
舎
は
、
各
地
の
官
舎

建
設
に
関
わ
っ
た
技
師
、
小
原
益
知
の
手
に
よ
り
建
設
さ
れ
、

世
紀
の
英
国
で
流
行
し
た
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ル
ネ
サ

１７ン
ス
」
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
政
部
分
と
県
会
議
事
堂

と
は
一
体
的
に
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
府
県
庁
舎
と
し
て
は
、

全
国
２
例
目
の
レ
ン
ガ
造
り
を
採
用
し
、
中
央
上
部
に
い
た

だ
く
大
き
な
三
角
破
風
と
と
も
に
中
央
部
と
両
翼
が
突
出
す

る
様
式
で
し
た
。
そ
の
後
、
建
て
替
え
ら
れ
る
昭
和
１
３
年

（
１
９
３
８
）
ま
で
使
用
さ
れ
た
県
庁
舎
は
、
現
在
も
柱
頭

の
一
部
が
、
現
庁
舎
の
中
庭
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

○23「本県庁舎新築移転式通知」明治21年（1888）6月5日

【明い177（16）】

○22「中井弘、滋賀県令任命通知書｣明治17年（1884）7月10日

【明い153合本（71）】

○21｢（初代）滋賀県庁舎之図｣ 明治16年（1883）10月

【明う136（16）】
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【展示関連年表】

西暦 元号 月 日 出来事 展示史料

1878 明治11

3 11 大津師範学校が開校 ①～③

6 15 県営彦根製糸業が開業 ④、⑤

7 22 三新法（郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則）、発布

8 21 京都～大津間、鉄道敷設工事着工 ⑪、⑫

10 5 鉄道逢坂山トンネル着工

1879 明治12

2 24 最初の県会議員選挙が行われる ⑦

4 20 最初の県会が顕証寺で開会 ⑥、⑧

5 16 郡役所の位置を定める ⑨、⑩

6 9 大津師範学校に書籍縦覧所を開設

7 1 各郡役所、開庁

1880 明治13
4 1 大津師範学校に女子師範課を設置

6 28 逢坂山トンネル完成

7 14 京都～大津間鉄道開通

1881 明治14 2 7 越前国敦賀郡および若狭国が福井県の管轄となる ⑭～⑯

1882 明治15
3 10 旧長浜駅舎完成 ⑬

5 1 大湖汽船会社、創立

1883 明治16
9 - 湖上最初の鋼鉄船、大湖丸進水式

11 28 鹿鳴館、開館

1884 明治17
6 28 田川コルベルト工事完成 ⑳

7 10 中井弘、県令に就任 ㉒

1885 明治18
4 16 東海道の大砂川隧道完成

12 22 太政官制を廃し、内閣制度創設

1886 明治19 7 12 地方官官制交付により、県令の呼称が県知事に変更

1887 明治20 1 20 県の小学校教員学力検定試験細則を制定

1888 明治21 6 25 滋賀県庁舎、開庁式 ㉑、㉓

(『滋賀県史 滋賀県年表』をもとに作成)
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